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Ⅰ　は じ め に

特定求職者支援制度が発足して 10 年経過した。
職業能力開発とその間の所得保障は車の両輪

特集●新たな労働市場における労働保険の役割

第二のセーフティネットとしての
特定求職者支援法

リーマンショックを契機として成立した特定求職者支援法が制定施行されてから 10 年が
経った。同法制定までの失業者に対する所得保障は，雇用保険法による失業等給付と生活
保護法による生活扶助等があるだけで，その間は空白地帯であった。失業者にはこの空白
地帯にあって何らの所得保障を得られない者が少なくなかった。そのような者には就労意
欲と能力が高いにもかかわらず適切な職業能力開発を受けることができないこともあっ
た。そこで特定求職者支援法は，新たに設置した求職者支援訓練を受講している者につい
て，訓練を受講することを容易にするために所得保障給付を行うことにして空白地帯を埋
める「第二のセーフティネット」を張ることとした。法施行後 10 年経ち，現在の受講者・
受給者は当初想定されていた受講者像と異なる様相を呈している。本稿は，イギリスの制
度を参考にしつつ，個人の権利の視点から職業能力開発制度と所得保障制度を再構成する
視点を提示した。職業能力開発制度には労働市場誘導的な総合的視点を強化すること，所
得保障の面からは社会保険でも生活保護でもない，という曖昧な性格をとらえ直しつつ，
就労阻害要因に応じた制度を組むことによってきめ細かな支援を行うべきである。その際
の視点は「第二のセーフティネット」を新たに設けるのではなく，生活保護法をより柔軟
に活用しやすくなるよう構成し直すことであり，それは日本の社会保障法の大きな枠組み
を変える可能性を秘めている。

丸谷　浩介
（九州大学教授）

である。それ故に職業能力開発システム（職業訓
練制度）の全体像のなかで特定求職者支援制度の
位置付けを明らかにしなければならない。その上
で，求職者の所得保障制度における第二のセーフ
ティネットと位置づけられた職業訓練受講給付金
が特定求職者支援制度においてどのように機能し
ているのかを見なければならない。そこで本稿で
は，職業能力開発システムと所得保障制度の両方
から，第二のセーフティネットとしての特定求職
者支援制度を再検討したい。
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Ⅱ　生存権保障と職業能力開発

国家が雇用政策を展開することは，本来私的自
治の領域である労働市場に介入することにほかな
らない。これが正当化される根拠は勤労権を規定
した憲法 27 条 1 項に求められる。同項による権
利の性質は，国家に対して国民に労働の機会を保
障する政治的義務を課したものであって具体的権
利性は否定されるとするもの 1），法の改廃による
積極的侵害行為が違法となると解するもの 2），国
家が必要な立法をなさないときにそれを争うこと
ができるとするもの 3）に大別することができる。
これら学説は裁判規範としての勤労権を検討して
いるものであって，憲法がいかにして勤労権を実
現させるべきかといった内容を検討しているわけ
ではない。憲法は立法府に勤労権を具体化する
ための権限を授権したに止まり，直接にどのよう
な施策を講じなければならないのかを宣言してい
るわけではないのである。国は労働市場に介入す
ることができるに止まり，いかなる介入をすべき
か，いかなる介入をすれば自由権を侵害すること
になるのかは自明でない。それ故に，基本的には
立法裁量の問題であるといえる 4）。

積極的労働市場政策が採用されるに至った今日
において，勤労権を具体化する方策は 3 つあると
考えられる。１つは求職者に対して就労の機会を
提供することである。これは職業紹介事業で実現
される。しかし国はすべての求職者に就労の機会
を付与することはできない。さらに，求職者に特
定の仕事を割り当てることは憲法上不可能であ
る。そこで２つ目に，職業紹介にかかわらず労働
需要と供給をマッチさせることができない場合に
両者のギャップを埋めるべく産業を誘導し，求職
者の職業能力を開発向上することがある。これに
より当事者の自由を尊重することができよう。そ
して３つ目が公正かつ適正な労働市場を形成する
ことである。

この中で注目したいのは求職者の職業能力開発
である。職業能力開発の目的は単に労働需要と供
給をマッチさせる量的な就労機会を拡大するだけ
でない。そこには憲法 13 条に基づく個人として

尊重された求職者が，自らの意思や適性，生活環
境の中で就労機会を確保しつつ，人たるに値する
ほどの生計を維持することができる労働条件を得
ることができるよう，質的側面が保障されるべき
国家の介入があるべきことも含まれている。この
ように考えると，雇用政策を展開すべき憲法上の
根拠は，勤労権を保障する憲法 27 条 1 項のみな
らず，幸福追求権（13 条），そして社会権の総則
的規定である生存権（25 条）といった重畳的な規
範理念に求められることになる。

他方で労働市場と職業能力開発をめぐる法律上
のアクターにも，市民法上の契約自由の原則が支
配している。それ故に労働市場政策は，国家によ
る支援＝私人への介入と市場への不介入という，
一見背反的に見える要素によって構成されること
になるのである。

もっとも，生存権の規範的意義から職業能力開
発を見た場合，求職者が憲法上の要請である職業
能力開発に従事している間，健康で文化的な最低
限度の生活が保障されることは重要なことであ
る。制度別にこれを見ると生活保護はその制度の
枠内に生存権保障と職業能力開発を含んでおり，
雇用保険も失業等給付と職業能力開発を一体的に
構成している。これに対して本稿が検討する特定
求職者支援制度も所得保障と職業能力開発を一体
的に構成しており，生活保護と雇用保険の中間に
位置する第二のセーフティネットと称されてい
る。それでは，特定求職者支援法がいずれの性格
においても第二のセーフティネットたり得るのか
が本稿の問題である。

Ⅲ　特定求職者支援法の制定と推移

１　制定の経緯

戦後の労働市場は，新規学校卒業後に同一の企
業に安定して長期雇用される正規労働者であるこ
とが主流であり，正規雇用を喪失して求職活動を
行う場合に雇用保険制度によって所得保障をする
ことが基本的な制度の作り方であった。雇用保険
の基本手当を受給している間に再就職することが
できないなどの例外的な場合に限り，職業能力を
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開発するための職業訓練を受講することによっ
て，産業構造と労働市場の変化に対応した能力を
身につけて安定的な雇用を得る制度設計がなされ
ていたといえる。

ところが 2008 年のリーマンショック以降の景
気後退期は，東日本大震災や円高基調経済の状況
下において非正規労働者が増大するとともに，長
期失業者数が過去最大になるなど，労働市場がそ
れまでとは違った様相を呈するようになってき
た。これに対応すべく雇用保険の基本手当を受給
することができない非正規労働者に対するセー
フティネットを拡充するために，2009 年には労
働契約が更新されず離職を余儀なくされた有期労
働契約労働者に係る基本手当の受給要件を緩和
すると同時に，1 年以上の雇用見込みがある場合
に限られていた被保険者要件を 6 カ月にするな
どの5），雇用保険法の改正が行われた 6）。そして
2010 年にはこれを 31 日に緩和することで 7），働
くことで生計を維持している労働者のほとんどが
雇用保険の適用を受けるようになった 8）。

その一方で，完全失業者に占める失業関連給
付の受給者が 22％程度に過ぎないということが
ILO で指摘され 9），雇用保険と生活保護との間に
新たなセーフティネットの仕組みを設ける必要性
が生じていた。折しも 2007 年の雇用保険法改正
に係る厚生労働委員会附帯決議において「諸外国
における公費による補足的失業扶助制度」につい
て調査することが盛り込まれ，学説でも雇用保険
と生活保護の中間に新たな所得保障制度を構築す
ることが主張されていた 10）。

そこで 3 つの事業が展開された。１つは，雇用
保険が適用されていない失業者に対して生活・就
職活動費として総額 90 万円，家賃補助として総
額 36 万円を融資し，６カ月以内に再就職すれば
一部返還が免除する生活安定資金融資が導入され
た。第 2 は，職業訓練期間中の生活保障給付制
度として所得 200 万円未満の者に対して 10 万円

（扶養家族がいれば 12 万円）を貸し付ける制度が設
けられた。これら 2 制度は緊急対策の臨時的措置
であったが，2009 年度より，職業訓練及び職業
訓練期間中の生活給付を行うことを内容とした緊
急人材育成支援事業（基金事業）が実施されたの

が第 3 の措置である。これによる訓練・生活支援
給付は，公共職業安定所長のあっせんにより基金
訓練または公共職業訓練を受講している間，月額
10 万円（被扶養者がいれば 12 万円）を支給すると
いうものであった。その受給要件としては，受給
権者が世帯の主たる生計維持者であり，且つ年収
が 200 万円以下（世帯年収が 300 万円以下）で，保
有する金融資産が 800 万円以下であること等が設
けられた 11）。

この緊急人材育成支援事業は 3 年の時限予算措
置であり，訓練・生活支援給付は 2011 年 9 月で
終了することとされていた。そこで，これを恒久
措置とすべく 2010 年 2 月より労働政策審議会職
業安定分科会雇用保険部会と同職業安定分科会が
新たな求職者支援制度の検討を行った。2011 年 1
月 31 日に労働政策審議会は厚生労働大臣に「求
職者支援制度について」を建議し，雇用保険を受
給することができない求職者に対するセーフティ
ネットとして，就職に必要な基礎的及び実践的
な職業能力を高めるための訓練を受講する機会を
確保するとともに，求職者が一定の要件を満たす
場合にその訓練期間中の生活を支援するための給
付を支給すること，そしてハローワークにおける
きめ細やかな就職支援を行うことにより早期の就
職を支援する制度とすべきとした。これを受けて
2011 年 2 月には「職業訓練の実施等による特定
求職者の支援に関する法律」（以下，「法」という）
が閣議決定され，同年 5 月成立した。国会審議の
過程で注目すべきは，「支援施策に要する費用の
あり方について速やかに検討し，その結果に基づ
いて所要の措置を講ずる」との修正案が提出さ
れ，施行後の見直しにおいて「雇用保険制度や生
活保護制度の在り方をも見据え，雇用保険の被保
険者も含めた求職者全体について，職業訓練や各
種の給付制度など就職支援施策全体の在り方を財

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

源も含め総合的に検討し
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

，必要な対応を図る
3 3 3 3 3 3 3 3

こと
（傍点筆者）」とされたことである。なお，同法を
雇用保険の附帯事業（能力開発事業）と位置づけ
る（雇保 64 条 1 項）雇用保険法改正も同時に成立
した。
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２　法の概要

（1）目的と対象者
この制定経緯をみると，法は所得保障制度とし

ての第二のセーフティネットとしての機能を担う
ことを主たる目的とし，副次的に職業訓練と就職
支援を行うことを目的として制定が議論されたこ
とがわかる。しかしながら現実に制定された法
は，所得保障法としての性格と言うよりはむし
ろ，職業能力開発のための法としての性格が濃厚
となった。

法は，特定求職者に対し，①職業訓練を実施す
ること，②職業訓練を受けることを容易にするた
めの給付金を支給すること等により，就職の促進
と職業生活と生活の安定に資することを目的とし
ている（法 1 条）。

特定求職者とは，公共職業安定所に求職の申込
みをしている者のうち，労働の意思及び能力を有
しているものであって，職業訓練その他の支援措
置を行う必要があると公共職業安定所長が認めた
ものとされている（法 2 条）。対象となる特定求
職者は公共職業安定所長が支援の必要があると認
めた者であって，作成された就職支援計画に基づ
き（法 11 条），就職支援措置（法 12 条）を指示さ
れる立場にある。

特定求職者の類型は①雇用保険の受給終了者，
②雇用保険の受給資格要件を満たさなかった者，
③雇用されていたが雇用保険の適用がなかった
者，④雇用保険に加入していない自営業を廃業し
た者，⑤学卒未就職者等の就業していなかった者
が想定された 12）。法制定過程の議論では生活保
護と雇用保険の中間領域にある人に対する所得保
障の必要性から設置されたものであるから，雇用
保険の適用・受給関係がない者が対象者になると
いうのが法の原則となる。しかし法はこのような
所得保障の必要性で対象者を把握するのではな
く，特定の求職活動に従事している者であって，
所得保障制度があることによって職業訓練を受け
ることが容易になるという状態で把握している。
それが「特定」求職者の所以である。

（2）特定求職者に対する職業訓練実施計画
このような制度構造をみると，特定求職者が自

らの職業生活を獲得するためにいかなる行動をと
ることができるかは完全に自由でないことがわか
る。特定求職者は公共職業安定所長が認定した認
定職業訓練を受講することになるのであるが，当
該認定職業訓練は特定求職者のニードに応じて設
定されるのではなく，市場適合的なコースが設定
される。設定されたコースが特定求職者のニード
に合致するとは限らず，市場誘導的な支援が必要
となる場合が生じる。それ故に公共職業安定所が
いかなる支援を行うかを決定することが重要とな
る。厚生労働大臣は市場適合的な訓練コース等を
設置するために職業訓練実施計画を策定し（法３
条），職業訓練実施計画を受けて特定求職者が求
める職業生活を手に入れるために公共職業安定所
長が就職支援計画を策定する（法 11 条）。これら
の計画はいわば，マクロの計画とミクロの計画の
関係にある。

法 3 条は，厚生労働大臣が特定求職者の知識，
職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける
機会を確保するために，職業訓練実施計画を策定
することを定める。職業訓練実施計画は，雇用失
業情勢によって変動する特定求職者の動向や産業
の動向やこれまでの実施状況等を踏まえて策定さ
れる。全国規模では厚生労働省において労使団
体，職業訓練期間の団体，関係行政機関の代表者
等で構成される中央訓練協議会が設置され，その
意見を聴取した上で全国職業訓練実施計画がとり
まとめられる。もっとも，当該実施計画は職業能
力開発促進法 15 条の 8 第 1 項に基づく計画を兼
ねており，産業構造の変化，技術の進歩その他経
済的環境の変化にあって，「業務内容の変化に対
応する労働者の適応性を増大させ，及び転職にあ
たっての円滑な再就職に資するよう，労働者に対
して適切な職業能力開発を行う」必要性から策定
された 13）。

令和 2 年度の同計画によると 14），現在 30 歳代
半ばから 40 歳代半ばに至っている就職氷河期世
代を意識しつつ，成長が見込まれる分野への展開
を図るための良好な雇用機会の創出やその育成の
ための施策を重点的に実施することとしている。
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就労阻害要因を有する障害者，母子世帯，生活保
護世帯や生活困窮者等については生活困窮者自立
支援法等による対応を中心として職業訓練等を実
施する。就労阻害要因が少ない特定求職者に対し
ては 2 万 7613 人に職業訓練が提供され，雇用保
険が適用されるような雇用を得ることができる就
職率を基礎コースで 58％，実践コースで 63％を
目標としている。

この計画に基づき，各都道府県労働局において
労使団体，教育訓練期間の団体，都道府県の代表
者から構成された地域訓練協議会が設置され，具
体的な認定職業訓練を設定すべき分野や実施規模
の配分につき，地域の産業，人材ニードを踏まえ
て検討される。なお，雇用情勢が急激に変化した
場合や補正予算が成立した場合などにおいて求職
者支援訓練の実施規模や分野を変更する必要が生
じたときには，職業訓練実施計画及び地域職業訓
練実施計画が変更される。

この職業訓練実施計画に適合的な職業訓練を，
厚生労働大臣が「認定職業訓練」として認定す
る。ただ，職業能力開発促進法には都道府県知事
が認定する「認定職業訓練」制度があり，両者の
混同を避けるため特定求職者支援法に基づく認定
職業訓練を「求職者支援訓練」と呼称することが
ある。

（3）就職支援計画と求職者訓練の実施
労働施策総合推進法では，国が労働者の多様な

事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実を図
り（労働施策総合推進法 1 条），労働者が自らの適
切な職業生活を設計することによって職業の安
定を図る配慮義務が定められている（同法 3 条 1
項）。これを実現するために労働者は職業生活設
計を行い，その職業生活設計に即して自発的な職
業能力の開発及び向上に努めるものとされる（職
業能力開発促進法 3 条の 3）。国及び都道府県には
労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力
の開発及び向上を図ることを容易にするための援
助の努力義務が課される（同法 4 条 2 項）。これを
受けて，公共職業安定所長は特定求職者の就職を
容易にするために就職支援計画を作成する（法 11
条）。求職者支援制度においては特定求職者の職

業能力開発に止まらず，職業生活設計に即した支
援が求められることから，公共職業安定所長は，
職業訓練実施機関と連携をはかりつつ特定求職者
の訓練開始前，訓練期間中，訓練終了後と一貫し
た支援を行う。これらを就職支援措置といい（法
12 条 1 項），公共職業安定所で実施する職業指導，
訓練実施機関が行う職業訓練の受講，就職支援の
ための措置が含まれる。

公共職業安定所長は，特定求職者に対し就職支
援計画に基づき就職支援措置の実施を指示し，就
職支援措置の効果を高めるために指示を変更する
ことができ，支援を行う必要がなくなったときに
は当該指示を取り消すことができる（法 12 条）。
当該変更や取消については就職支援計画の書き換
えが行われ，計画時点から終了時点までの一覧性
を持たせることにしている 15）。

公共職業安定所長が特定求職者に対して支援の
必要性を認めた場合，職業相談を経て受講すべき
求職者支援訓練等を選択決定し，訓練機関による
選考を経た上で受講が決定したときに就職支援計
画が交付される。この指示を受けた特定求職者は
公共職業安定所職員の指導又は指示に従う義務を
負うに止まらず，自ら進んで速やかに職業に就く
ための努力義務を負う（法 13 条 2 項）。

厚生労働大臣は，職業訓練を行う者の申請に基
づき，求職者訓練として実施する訓練を指定す
る（法 4 条）。求職者支援訓練の質を担保するた
めに，その認定にあたっては過去に申請している
職業訓練と同等の訓練を実施して一定の就職率を
得た実績が必要である上，訓練時間，施設及び
設備等についての条件が付されている。訓練開始
後，実施機関は受講者に対して 1 カ月に 1 回以上
の評価を行うこと，ジョブ ･ カードにその旨記載
すること，職業訓練期間内に 3 回以上のキャリア
･ コンサルティングを受けることなどが義務付け
られる。これに加え，訓練機関にはキャリア ･ コ
ンサルタントである就職支援に関する責任者を配
置し，就職相談や求人情報の提供，履歴書の作成
に係る指導等を行うこととされている。

（4）職業訓練受講給付金
国は，特定求職者に対して職業訓練受講給付金
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を支給することができる（法 7 条 1 項）。職業訓練
受講給付金は職業訓練受講手当と通所手当から構
成される（則 10 条）。中心的な給付になるのは職
業訓練受講手当である。

職業訓練受講手当は，法 12 条 1 項の規定によ
って公共職業安定所長が指示した認定職業訓練
を受ける特定求職者が，支給単位期間（原則とし
て 12 カ月を上限とするが，資格取得のために訓練が
必要と認められた場合などは 24 カ月まで）「認定職
業訓練を受けることを容易にするため（法 7 条 1
項）」，支給単位期間（1 カ月）に 10 万円が支給さ
れる。

職業訓練受講手当の受給要件は，支給単位期間
において①特定求職者の収入額が 8 万円以下であ
ること，②特定求職者と同居の者又は生計を一に
する者の収入合算額が 25 万円以下であること，
③特定求職者とその配偶者が保有する金融資産が
300 万円以下であること，④特定求職者に現に居
住している土地建物以外の土地建物を所有してい
ないこと，⑤認定職業訓練等の全て（やむを得な
い場合には 8 割以上）の実施日に出席しているこ
と，⑥特定求職者の配偶者が職業訓練受講手当の
支給を受けた認定職業訓練等を受講していないこ
と，⑦偽りその他不正の行為により雇用保険給付
等を受給していないこと（則 11 条 1 項）となって
いる。

（5）財源
特定求職者支援制度は雇用保険の附帯事業とし

て位置づけられている。職業訓練受講給付金の財
源は，雇用保険の仕組みを使うため，国が 2 分の
1（雇保 66 条 1 項 5 号），雇用保険被保険者である
労働者と当該労働者を使用する使用者がそれぞれ
4 分の 1 ずつを負担する。労使負担分については
雇用保険料に新たな区分を設けることはせずに，
雇用保険料のうち二事業充当分以外で措置される

（雇保 68 条 2 項）。つまり，国庫負担を除く部分に
ついては雇用保険の被保険者である労働者と使用
者の保険料負担で賄っている。なお，国庫負担に
ついては雇用保険と同様の暫定措置（原則負担の
100 分の 55 を負担）が適用されていることから，
特定求職者支援制度についてもその負担が引き下

げられており，現在の国庫負担は 27.5％となって
いる。

認定職業訓練（求職者支援訓練）の訓練実施に
係る費用は主として訓練実施機関に対して支払わ
れる奨励金であり，その財源も職業訓練受講給付
金と同様，国労使の三者が負担する。公共職業訓
練と障害者訓練の財源が一般財源であることに比
べると，財源面での労使の干渉ないし産業におけ
る労働力育成責任を負うことになるといえる。

Ⅳ　職業能力開発としての特定求職者支
援法

１　現　状

職業能力開発から特定求職者支援法を見た場
合，公共職業訓練との関係を見ることが必要にな
る。公共職業訓練は一定の就業経験があり基礎的
能力を有する者を主たる対象とし，訓練の内容は
早期に就職に結びつけるための実践的な内容の職
業訓練が中心である。訓練期間はおおむね 3 カ
月から 6 カ月であり，雇用保険の基本手当を受給
している場合には給付日数の延長措置を受けるこ
とができる。公共職業訓練の実施機関は国，都道
府県，そして委託を受けた民間職業訓練期間であ
る。国はその設置するポリテクセンターで主とし
てものづくりの訓練を実施し，運営は交付金であ
る。都道府県が設置する職業能力開発校は地域の
実情に応じた多様な訓練を設定し，その運営費は
交付金と都道府県費から構成されている。都道府
県から委託を受けた民間教育訓練機関は主として
事務系，介護系，情報系等の高額な設備を必要と
しない訓練を主体として，標準上限 6 万円／人月
の委託費で実施される。一部のコースでは訓練修
了者の就職率に応じて委託費の額に差を設け，就
職へのインセンティブを高めている。このうち訓
練の中心となっているのは離職者訓練の委託訓練
であり，令和 3 年度予算では 13.5 万人を予定し
ている。ただ，公共職業訓練のニードは離職者訓
練よりも在職者訓練にあり，同じく 17.4 万人分
の予算が計上されている 16）。なお就職率は施設
内訓練で 84.2％，委託訓練で 72.2％である。
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これに対し求職者支援訓練は，雇用保険の受給
資格がない求職者が主たる対象となるのであるか
ら，職業能力ないし就職に必要な基礎的な能力に
乏しいものが多いことから基礎的能力から実践的
能力を養成する必要がある。このため地域の実情
に応じた民間教育訓練機関の創意工夫を生かせる
よう民間訓練機関が実施することにしている。そ
こで求職者支援制度における訓練コースは基礎
コース（専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに
関する知識を付与するための職業訓練）と実践コー
ス（基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関
する知識するための職業訓練）から構成され，その
分野は IT，営業 ･ 販売 ･ 事務や介護福祉，農林
業等であって，公共職業訓練からものづくり系統
の訓練を除くものといえる 17）。

これら求職者支援訓練の受講者数は，近年の人
手不足傾向から減少傾向にある 18）。2019 年度の
基礎コース受講者は 5753 人，実践コースで 1 万
5268 人であったが，充足率はそれぞれ 0.62 倍，
0.77 倍と欠員が常時生じている状態である。就職
率は基礎コース 57.3％，実践コース 63.1％で公共
職業訓練とは見劣りするが，特定求職者支援法に
おける就職とは雇用保険が適用される就職を意味
しているので比較できないことには留意が必要で
ある。

求職者訓練と性格が類似している公共職業訓練
の離職者訓練のうち委託訓練の受講者数が 7 万
460 人であるから，求職者支援訓練の受講者数は
3 分の 1 以下ということになる。受講者数は公共
職業訓練が 36.4 万人，求職者支援訓練は約 5 万
人を見込んでいる（令和 3 年度概算要求ベース）。

２　課　題

もっとも，受講者と労働市場のミスマッチには
留意が必要である。介護福祉分野の認定コースの
うち 43.6％が中止している。中止の理由は明らか
でないものの受講希望者不足が原因の一つになっ
ているように思われ，定員充足率も 45.1％と他の
分野に比べると低い。これに対し就職率は他の分
野よりも高く，87.3％となっている。求職者支援
訓練によるミスマッチの解消が期待されているに
もかかわらず，このような人材不足分野における

労働力不足解消への決定打となり得ていない。
注目すべきは各コースを修了しなかった者であ

る。就職以外で中退した者は基礎コースで 8.4％，
実践コースでは 12.3％程度である。これらの者は
職業訓練給付金を受けられなくなるだけでなく，
中退から 6 年を経過しない間に求職者支援訓練を
受講しながら職業訓練給付金を受けることができ
なくなる。この 6 年は非正規労働者の平均的勤続
年数を勘案して設定されたものであるが，現在の
ような急激な産業構造と労働市場の変化が生じて
いる状況下において，その規範的意義が通用する
のかは再検討の余地がある。

また，1 割程度もの訓練受講者が中退している
状況をみると，公法上の給付である職業訓練受講
給付金の要件充足判断を受講者と私人間関係にあ
る認定職業訓練実施機関に委ねて良いのかという
問題が残る。特に近年では定員充足率が下がって
いることからできるだけ多くの受講者を集めなけ
れば経営できない事情がある一方で，それによっ
て適性や能力に欠く受講者が出てくることは否め
ないであろう。受託事業者の報酬が成功報酬体系
になっている以上，就職できそうにない受講者を
訓練機関が排除する動機付けが働いてしまうこと
になる。これが適正か否かを第三者が判断するこ
とが難しい仕組みになっている。

確かに法は認定職業訓練実施機関に対する立入
権限を規定して実効性を確保しているけれども

（法 16 条），実施機関による権利侵害行為が不支
給決定を惹起したとしてもその不服は行政庁に対
する審査請求に求めざるを得ず，実施機関に対し
ては事実上の苦情解決に委ねざるを得ない。これ
に加えて問題となりやすい欠席理由に係るやむを
得ない理由の判断に関する認容裁決が出される19）

など，認定職業訓練実施機関と受講者との交渉力
格差に配慮した苦情解決システムの導入が検討さ
れてよい。

そもそもの検討課題は，個人の尊厳と教育を受
ける権利，そして勤労権を基調とする職業能力開
発について，個人の権利からこれをどのように把
握すべきかということである。個人の権利から
はキャリア ･ コンサルタントなどと特定求職者と
の間でいかなる職業能力を得ることが望ましいの
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か，それに向けていかなる職業能力をどのように
して開発していくべきであるのか，といった協議
と合意，そしてこれを実施する体制が継続的に保
障されていることが望ましい。その観点からする
と所得保障制度の在り様に応じて訓練制度を別個
に設けることが適当であるのか，その合理性があ
るのかについては見直しが必要である。

Ⅴ　所得保障法としての特定求職者支援
法

１　現　状

既に見たように，求職者支援訓練の受講者は制
度発足以来減少傾向にあり，この 10 年間で 4 分
の 1 以下になった。これは制度が現実に適合して
いないということもあろうが，多くは人手不足を
基調とする労働力需要との関わりで推移してきた
のであろう。

特筆すべきは，求職者支援訓練を受講している
者のうち職業訓練受講給付金を受給している者の
割合である。制度発足から間もない頃は受講者の
うち半数近くが給付を受けていたが，現在では
30％程度で推移している 20）。この要因は受給要
件にある。求職者支援訓練の受講者を性別で見る
と男性 27.03％に対し，女性 72.97％と女性が男性
の 3 倍程度である。そして受講コースでは営業・
販売・事務，医療事務，介護福祉，デザイン，理
美容では大半が女性であるが，IT だけが男性が
多い。年齢構成ではコースによって違いがあるも
のの，営業 ･ 販売・事務と介護福祉では 40 歳代
が多いのが注目される。そしてデザイン，理美
容は 20 歳代が多いことが分かっている。つまり，
受講者の典型的な像は子育てが一段落した配偶者
がある女性が訓練を受講することによって再就職
を目指すコースと，就労経験の少ない若年者が親
の扶養下で生活しているコースが想定される。こ
のような場合，職業訓練受講給付金との関わりで
は，本人の所得が 8 万円なくとも配偶者や親の所
得と合算されることで所得制限である 25 万円を
上回り，あるいは合算された金融資産が 300 万円
を超えることで受給要件を満たすことができない

という事例を想定できる。
このようにみてくると，特定求職者支援法に基

づく第二のセーフティネットの所得保障機能は，
確かに低所得世帯あるいは単身世帯で就労意欲と
能力の高い者が，職業訓練を受けることを容易に
するための給付となっていることがわかるのであ
る。

２　課　題

本法における職業訓練受講手当は直接に生活保
障を目的としていない。本法以前に行われていた
緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給
付においてはその給付金の性格を職業訓練受講中
の生活保障であると明確に位置づけられ，雇用保
険部会においても新たな制度の創設に関する議論
において「生活支援」と称して全額国庫負担で行
うべきと議論していたが，これを恒久化する際に
国家戦略担当大臣・財務大臣・厚生労働大臣の三
大臣合意において国庫負担を 2 分の 1 とされたこ
とで給付の性格が変わった。その後の建議におい
ては「訓練を受講する期間中の生活を支援するた
めの給付」であるとされたことで，その性格が生
活保障から生活支援へと変わってきたのである。
その上建議の「生活を支援」では特定求職者以外
の生活支援を排除することができないことから，
法文上「支援」の語も排除された 21）。この結果，
給付の目的は，訓練を受けることを容易にして就
職に繫げるための給付であるとされたのであっ
て，生活保障が劣位に置かれたのであった。

このような経緯からすると，制定施行後 10 年
を経過した現在において職業訓練受講手当の法的
性格をいかに把握すべきかを検討すべき時期にあ
るといえる。というのは，新型コロナウイルス感
染症拡大に伴い実施された持続化給付金にみられ
るように，所得保障給付の主たる目的を事業継
続などの生活費保障以外の部分に置きつつも，副
次的な効果として生活保障をもたらすことが考え
られてよい。つまり，職業訓練を受けることを容
易にするための給付であるとともに，そのような
状況下における生活保障ニードを充足する様な給
付体系へと変更することも考えられよう。その場
合，職業訓練を受けるというニードについて労働
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市場全体で費用を負担し，生活保障ニードについ
ては一般財源でこれを賄うという方式も検討に値
する。

また，生活保障ニードをどのように考えるかと
いう論点も残る。職業訓練受講手当の給付単位は
個人であるが，所得要件は世帯で判断される。社
会保障法において個人単位の給付とするか世帯単
位の給付とするかは一様ではない 22）。いずれか
といえばニードに対応する給付水準が設定される
公的扶助給付は世帯単位で制度設計されるが，保
険料拠出に牽連性を見出す社会保険給付について
は個人単位で制度設計されることが多い。しかし
社会保険においても個人単位で保険料を拠出し世
帯単位で保険給付がなされる健康保険法や厚生年
金保険法のように，拠出と給付の両面で個人単
位と世帯単位が貫徹されているわけではない 23）。
本法も給付は個人単位であるけれども，その要否
判断を世帯単位で行うことにしている。これは建
議が「世帯で一定の収入や資産があればその生活
を支援する必要性は低いことから，世帯に一定の
収入がないこと及び資産が一定の水準を超えない
ことを要件とすべきである。その場合，世帯の収
入要件の水準は，複数人員世帯における標準生計
費を踏まえたものとすることが適当」としていた
からである。つまり，給付の要否にあたっては生
活上のニードに着目することにしたのである。他
方で給付水準は 10 万円で固定されているので，
ニードに対応した給付ではないことになる。もち
ろん論理的にはニード対応給付として所得補足給
付とすることが考えられるが，その場合には生活
保護法における資力調査ほどの厳格でスティグマ
を伴うような調査を避けるべきであること，他に
も児童手当のように所得制限がある社会保障給付
であっても定額給付としている例があることなど
から，必ずしも不合理なものとはいえないであろ
う。

さらに，支給要件としての個人所得 8 万円，世
帯所得 25 万円というのは検討の余地がある。個
人所得 8 万円の水準は一人あたり標準生計費を勘
案しつつ，雇用保険の被保険者とならない週 20
時間未満で働くパートタイム労働者の平均時給を
もとに設定したとされる 24）。そして世帯所得 25

万円は複数世帯標準生計費相当によって算出され
る 25）。つまり，本人基準は労働者の賃金を考慮
し，世帯基準は生計費によって決まるのである。
この点個人単位と世帯単位のニードを決する指標
として有効か否か，有効であるとして現在でも通
用しうるのかは検討の余地があろう。さらに制度
発足時である 2011 年度の最低賃金額（加重平均）
は 737 円であったが，2019 年度のそれは 901 円
であって 2 割以上の引き上げがなされている。基
準と給付額はこのままでよいのか，それぞれの基
準は労働者の生計費で判断されるべきか，それと
も賃金動向で設定されるべきか，給付の性格付け
を再考しつつ検討を要する課題となろう。

このように考えていくと，所得保障からみた第
二のセーフティネット機能は，所得保障制度と職
業訓練制度が密接不可分のものとして一体化して
いるが故に，所得保障ニードと職業訓練ニードが
重畳した場面でだけ機能を発揮しうることがわか
る。これを権利の面からとらえ直すとき，重畳し
ない領域における所得保障ニードと職業訓練ニー
ドをいかにして包摂していくべきかが課題とな
る。

Ⅵ　イギリスの求職者支援法

１　イギリスの公共職業訓練制度

このように特定求職者支援法は第二のセーフテ
ィネットとして発足し，職業能力開発システムの
一翼を担うものとして成長しているが，そこには
いくつかの検討すべき課題もみられた。この課題
について参照に値するのがイギリスの制度であ
る。

イギリスの公共職業訓練は学卒若年者向けの職
業能力習得のプログラムと，在職者，失業者など
の対象者を限定した教育訓練に大別することがで
きる。日本の特定求職者支援法が対象としている
のが労働意欲と能力は高いけれども就労経験の少
ない若年者，雇用保険の基本手当受給期間が経過
して所得保障を得ることができなくなった長期失
業者を想定していることからすると，イギリスの
公共職業訓練プログラムは教育課程ないし学卒後
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の全国職業資格（NVQ）取得を通じた職業教育訓
練を重視していることが特徴的である。イギリス
における義務教育終了直後の若年者は，学卒後直
ちに就職するのではなく，継続教育カレッジ等の
教育訓練機関に進学し，職業生活に直結するスキ
ルを習得した後に就職する者が多い。これら全国
職業資格は OJT による職業経験の中でも新徒弟
制（modern apprenticeship）の下で取得すること
ができる。そして全国職業資格は標準化され，職
業経験の中で取得した資格が教育資格として認定
されており，大学等への入学要件として認められ
るなど，教育と訓練の連携がはかられている。

失業者を対象とした公共職業訓練は，ジョブセ
ンタープラスを通して実施される 26）。ジョブセ
ンタープラスとは日本でいう福祉事務所と公共職
業安定所が一体化したような事務所であるが，そ
れが実施する職業訓練プログラムは現在ワーク ･
アンド ･ ヘルス ･ プログラム（WHP）と呼ばれ，
障害者，長期失業者等に対して公共職業訓練，民
間職業訓練事業を紹介する。ジョブセンタープラ
スはこれらに対してサービス提供料金を支払うほ
か，受講者が就職して 6 カ月経過した場合と自営
業を開始して 6 カ月経過した場合成功報酬を支払
う。

WHP は主として障害者の雇用を目指すための
プログラムとして設置された。そのためこの利
用者は 73％が 2010 年平等法（Equality Act）の適
用を受けている障害者 27）であり，長期失業者は
19％である。そして残りの 8％が元ホームレス，
元軍人，難民等就労阻害要因を持つ者である。な
お，長期失業者とは失業して 24 カ月経過した者
であって求職者手当またはユニバーサル ･ クレ
ジットの受給者が対象であり，これら受給者は
WHP を受講しなければ原則として給付が打ち切
られる。

ジョブセンタープラスは，就労支援プロバイ
ダーに対して WHP 参加希望者を紹介し，プロバ
イダーは参加希望者の選抜を経て受講が開始され
る。ジョブセンタープラスからプロバイダーに
提供される情報には，参加希望者の資格や雇用
歴，希望職種のほか，障害に関する配慮事項，育
児ニード等が記載される。プロバイダーはジョブ

センタープラスの紹介から 15 日以内に受講決定
をしなければならない。プロバイダーは開始決定
結果をオンラインシステムに入力しなければなら
ず，最初の紹介から 60 日を経過しても入力され
ていない場合には参加希望者が参加しなかったも
のとみなされ，ジョブセンタープラスが新たな紹
介を行う。

プログラム遂行にあたって参加者がユニバーサ
ル ･ クレジット等を受給しているような長期失業
者が，義務付けられている活動に従事していない
場合には給付に関する制裁措置を受けることがあ
る。このためプロバイダーは参加者に対していか
なる活動が義務付けられているのかを具体的に示
す必要があり，その制裁措置は非違行為の程度
に応じて低レベルと高レベルの二種類が設定され
る。このうち高レベルには提示された求人に応え
なかったことが含まれるが，提示された求人条件
が労働時間規制を遵守していない場合，賃金額が
全国最低賃金または全国生活賃金を下回る場合，
90 分以上の通勤時間がかかる場合，ゼロ時間契
約である場合などは，これを拒否することがで
き，拒否したとしても給付制限が課せられること
はない 28）。

プロバイダーは，ジョブセンタープラスから委
託を受けた際に設定した基準に従い，参加者の従
事状況についてジョブセンタープラスへオンライ
ンシステムで記入する。参加者がプログラムを離
脱したとの情報が記入された場合，ジョブセン
タープラスは 15 日以内に参加者と面談し，離脱
理由を突き止めると同時に再参加を促す。その結
果再参加することになればプロバイダーへその旨
オンラインシステムで通知され，参加者が再契約
を望まない場合にはプロバイダーへその旨通知さ
れると同時に参加者とプロバイダーがそれ以降接
触しないことになる。

参加者がプロバイダーから不適切であると判断
されたならば，プログラムを途中で退去せざるを
得なくなり，ひいては所得保障給付を失うことも
想定される。そこで参加者にはプロバイダーに対
して苦情を申し立てる権利が保障されており，そ
の結果に満足できなければ外部第三者委員会へ異
議申立をすることができる。また，ジョブセン
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タープラスはプロバイダーが示した苦情申立の裁
定に関する調査権限を有しており，その結果に応
じてプロバイダーへ指導することがある。さらに
プロバイダーが外部事業主へプログラムの遂行を
委託している場合であれば，事業主とプロバイ
ダー，そして参加者との間で苦情解決がなされ，
その情報がジョブセンタープラスへ通知される。
ここで得られた情報は翌年度以降のジョブセン
タープラスが行うプロバイダーとの契約において
参考情報として用いられる。このようにして，就
労支援事業の当事者が専断的に判断することがで
きない仕組みになっている。

プログラムが終了した場合には職業紹介を経て
参加者が雇用されることになる。プロバイダーは
雇用成果に応じて報酬が支払われるため，雇用に
関するデータはプロバイダー紹介支払いシステム
において慎重に取り扱われる。自営業の開始につ
いてはプロバイダー紹介支払いシステムに登録さ
れた後，要件を満たしているかどうかを個別に判
断される。このため自営業を開始した者はこのシ
ステムに逐次状況を記入する必要がある。

２　就労支援における所得保障

WHP 参加者は社会保障給付によって生計を維
持することが想定されている。想定されている社
会保障給付はユニバーサル ･ クレジット（稼働能
力者向けの公的扶助），求職者手当（国民保険に基
づく社会保険給付），雇用支援手当（障害者向けの
公的扶助），そして所得補助（ひとり親，介護者な
ど就労阻害要因を持つ者の公的扶助）である。

これら給付は社会保険であるか公的扶助である
か，稼働能力を有するか否かといった点でそれぞ
れ違いがあるので受給要件は異なる。そして給付
水準や加算なども異なる。しかし一つ言えるの
は，それぞれの給付水準と支給要件は，活用でき
るであろう稼働能力を活用した場合に得られる賃
金（あるいは自営業収入）と代替的な関係にある
ということである。つまり，稼働能力があって職
を得ていない者に対する給付は，労働市場におい
て職を得ているならば得られる賃金水準と無関係
ではないし，障害者や就労阻害要因がある者に対
する給付であれば持てる能力を基準として給付が

決定される。それ故に職業訓練を受けている間の
所得保障は，労働市場との見合いで決まる生活費
保障であるということができる。確かに職業訓練
を受けることがこれら給付の条件となっているも
のの，継続的に訓練を受講することを目的として
給付するのではなく，それは所得保障の効果に過
ぎないのである。

Ⅶ　お わ り に

リーマンショックを契機とした特定求職者支援
法が制定施行されて 10 年が経過した。この間労
働市場は激変し，一転して人手不足基調の市場へ
と変化した。有配偶女性の労働力率も向上し，高
齢者雇用も一般的になってきた。このような状況
下で生じた新型コロナウイルスによる労働市場の
変化は，経済情勢の見通しが立たない中で産業構
造の大幅な変化の渦中にあって，不透明感を増し
ている。

第二のセーフティネットとして発足した特定求
職者支援法は，その性格付けを払拭することがで
きずに独自の機能を持ち始めた。職業訓練制度の
セーフティネット機能からこれを見ると，公共職
業訓練と求職者支援訓練の役割分担が明確でない
ため，その性格付けが曖昧なものとなっている。
個人の権利の視点から職業訓練制度全体を再検討
することと，労働市場誘導的な総合的視点を強化
することが重要である。所得保障の面からは社会
保険でも生活保護でもない，という曖昧な性格を
とらえ直すことが重要である。ただこの点に関し
てはイギリスの経験から見えるように，必ずしも
財源調達手段にとらわれず，就労阻害要因に応じ
た制度を組むことによってきめ細かな支援を行う
ことも検討に値しよう。その際の視点は「第二の
セーフティネット」を新たに設けるのではなく，
生活保護法をより柔軟に活用しやすくなるよう構
成し直すことであるともいえる。このように考え
ていくと，特定求職者支援法は，日本の社会保障
法の大きな枠組みを変える可能性を秘めているも
のともいえよう。

＊本稿は公益財団法人野村財団の助成（N19-4-W30-001），JSPS
科研費 JP20K01332 に基づく研究成果の一部である。
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